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○ 事業継続計画（簡略編）作成手引きについては、上記ホームページから入手できます

お店を経営している皆様へ

●大規模災害が発生した時に備えて、日頃からの取り組みが重要です

みなさん。

災害後に、早くお店を始めるために、再開のための準備や手

順をあらかじめ定めておくことが非常に大切です。

それが、事業継続計画（B C P）なのです！

① 従業員の安否確認

② 復旧資金の手当て

③ 商品の仕入先の確保

④ 建物の耐震補強

⑤ 従業員の教育訓練

など

大地震が来たら、すぐに店を始められ

るかな？

どうしたら、再開できるのだろうか？

そうか！

災害に遭う前から、「事業継続計画」を作っておくこ

とが大切なんだね。

つまり、転ばぬ先の杖だね！

○△商店
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●事業継続計画（簡略編）作成の手引き

● 商業経営者の方々へ

● 商工団体や商店街振興組合の方々へ

県では、商業経営者の方々が、この事業継続計画に取り組めるよう、沼津地域の小売業をモデ

ルケースとして、事業継続計画（簡略編）作成手引きを策定しました。ぜひ、御活用ください。

この手引きは、企業や商店の経営者が、取り組み項目に従い、事業継続計画作成の参考資料

と記入例を参考にしながら用紙に記入することで、各企業や商店の事業継続計画（簡略編）を作

成することができます。

・ この手引きに従って、自らの商店のことを考えながら用紙に記入し、あなたの商店の独自の

「事業継続計画（簡略版）」を作成しましょう。

・ この手引きは、沼津地域の小売業をケースにした一つのモデルです。個々の業態や立地

場所により、検討する項目が異なる場合がありますので、項目は自由に変更して構いませ

ん。大切なことは、できることから始めることです。

・ また、作成した計画については、従業員、商品の仕入先、加盟団体・組合などと意見交換

や訓練を行い、内容を定期的に見直していきましょう。

・ 会員を対象にした勉強会などでこの手引きを配布して、事業継続計画の普及にお役立てく

ださい。

・ 各商店が事業継続計画に取り組むには、再開場所の確保や広報など個々には対応するこ

とが困難な項目もあります。市町や地元自治会とも意見交換して、団体・組合の事業継続

計画を作成することも良いでしょう。

（実際に計画を記入するための様式）

事業継続計画（簡略編）様式

①事業継続計画の意味、②取組み項目(基本方針の作成、被害想定の調査、緊急時の体
制整備、事業継続に必要な連絡先の整備など1 0項目)、③緊急時のフローを解説

計画の解説

事業継続計画を作成する際の参考資料。①被害想定の入手方法、②阪神淡路大震災に
おける商店の復旧事例、③公的支援策など

計画作成に必要な情報

小規模食品スーパー、駅前商店街の寝具店の業態をモデルとした記入例と注意事項

計画記入例
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